
鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金交付要綱 

（令和４年１月５日 告示第１号） 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、国籍の異なる市民が互いの文化の違いを尊重しあい、地域の一

員として共に生活できる多文化共生社会の実現を図るため、予算の範囲内において、

鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関

し、鎌ケ谷市補助金等交付規則（昭和４６年鎌ケ谷市規則第３０号）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象団体） 

第２条 この要綱における補助対象団体は、本市内において活動する団体で、次の各

号のいずれにも該当する団体とする。 

 （１） 公益法人、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条に規定 

する特定非営利活動法人又はこれに準ずる団体であること。 

 （２） 本市内における活動開始後１年以上継続していること。 

（３） 政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。 

（４） 公序良俗に反した活動をしていないこと。 

 （補助対象事業） 

第３条 この要綱における補助対象事業は、次の各号に掲げる事業のうち、主に本市

内で実施する取組とする。 

（１） 国籍の異なる市民等が交流する事業 

（２） 外国人市民が日本の文化や生活習慣等を学習又は体験する事業 

（３） 多文化共生に係る意識醸成を図る事業 

（４） 外国人市民の日本語能力向上等に資する事業 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としな

い。 

（１） 営利を目的とする事業 

（２） 政治活動又は宗教活動を目的とする事業 

（３） 公共の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがある事業 

（４） 構成員の親睦若しくは趣味又は特定の個人や団体のみが利益を受ける事業 

（５） 金銭、物品等の給付又は貸付を目的とした事業 

（６） 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が

認める事業 

（補助対象期間） 

第４条 補助対象期間は、交付決定の日から交付決定の日の属する年度の末日までと

する。 

（補助対象経費） 



第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、第３条

第１項に規定する補助対象事業の実施に要する経費であって、別表に定めるものと

する。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費に含めないものとする。 

（１） 団体活動を運営するために必要な経費 

（２） 前号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、次の各号により算出した額を比較して少ない方の額とする。 

 （１） 別表の補助対象経費の合計額に１０分の９を乗じて得た額 

 （２） 事業実施に必要な経費（補助対象外の経費を含む。）から参加者負担金そ 

  の他収入額を控除して得た額 

 （交付要望） 

第７条 補助金を受けようとする団体は、鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金交付要

望書（別記第１号様式。以下「交付要望書」という。）に次に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

（１） 事業計画書（別記第２号様式） 

（２） 事業収支予算書（別記第３号様式） 

（３） 申請団体調書（別記第４号様式） 

（４） 定款、規約、会則その他のこれらに準ずる書類 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 交付要望書は、補助金の交付を受けようとする当該補助対象事業の年度の前年の

１１月末日までに提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、こ

の限りでない。 

 （内定通知） 

第８条 市長は、前条第１項の交付要望書により補助金の交付を必要と認めた場合は、

当該補助対象事業の年度の当初に補助金の交付を要望した団体に対し、鎌ケ谷市多

文化共生推進事業補助金内定通知書（別記第５号様式）により通知するものとする。 

 （交付申請） 

第９条 補助金の交付を申請しようとする団体は、鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助

金交付申請書（別記第６号様式）により、市長に申請しなければならない。 

 （交付決定） 

第１０条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、補助事業等

の目的及び内容が適正であるか等を調査したうえで、補助金の交付の可否を決定し、

鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金交付（不交付）決定通知書（別記第７号様式）

により団体に通知する。 

 （事業の変更、中止又は廃止） 

第１１条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた団体が、事業の変更、中止又

は廃止の申請をしようとするときは、鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金変更・中

止（廃止）承認申請書（別記第８号様式）に変更事業収支予算書（別記第９号様式）



を添えて、市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、鎌ケ谷市多

文化共生推進事業補助金変更・中止（廃止）承認（却下）通知書（別記第１０号様

式）により申請した団体に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第１２条 第１０条の規定により補助金の交付決定を受けた団体は、補助対象事業の

完了の日から起算して３０日以内に鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金実績報告

書（別記第１１号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければ

ならない。 

（１） 事業完了報告書（別記第１２号様式） 

（２） 事業収支決算書（別記第１３号様式） 

（３） 支出明細書（別記第１４号様式） 

（４） 領収書又は支出を証する書類の写し 

 （補助金の額の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、

適当と認めたときは、補助金の額を確定し、鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金確

定通知書（別記第１５号様式）により団体に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第１４条 前条の規定により額の確定通知を受けた団体が、補助金の交付を受けよう

とするときは、鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金請求書（別記第１６号様式）に

より市長に請求しなければならない。 

 （補助金交付の特例） 

第１５条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付する

ことができる。 

２ 前項の規定により概算払による補助金の交付を受けようとする団体は、鎌ケ谷市

多文化共生推進事業補助金概算払交付請求書（別記第１７号様式）により市長に請

求しなければならない。 

 （交付決定の取消し等） 

第１６条 市長は、この要綱により補助金の交付を受けた団体が、偽りその他不正の

手段により補助金の交付の決定または交付を受けたことが判明したときは、補助金

の交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されて

いるときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。 

 （収支関係書類の整備） 

第１７条 この要綱により補助金の交付を受けた団体は、補助対象事業の収支につい

ての証拠書類を備え、その収支に係る事項を明確にし、かつ、補助対象事業が完了

した日の属する年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

２ 市長は、必要と認めるときは、補助金の交付を受けた団体に対して、前項に規定

する証拠書類について、報告又は閲覧を求めることができる。 



 （補則） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、公示の日から施行し、令和４年度予算に係る補助金から適用する。 

 

別表（第５条関係） 

区分 内容 

報償費（謝金） 講師謝礼、通訳・翻訳料 

旅費 事業の実施に係る交通費 

需用費 事業の実施に係る消耗品、印刷製本費、食糧費 

役務費 事業の実施に必要な郵送代、電話料、手数料、保険料 

委託料 会場設置委託料 

使用料及び賃借料 
事業の実施に係る施設使用料、物品等の借上料、駐車料、通行

料 

その他 市長が必要と認めるもの 

 

 



第１号様式（第７条関係） 

 

鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金交付要望書 

 

年  月  日 

 

鎌ケ谷市長       様 

 

申請者 所在地               

団体名               

代表者               

 

   年度において   を実施したいので、鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金交付要

綱第７条第１項の規定により、下記のとおり要望します。 

 

記 

 

１ 事業名  

２ 要望額              円 

３ 事業計画の概要 別紙事業計画書のとおり 

４ 予算の概要 別紙事業収支予算書のとおり 

５ 事業の着手・完了

予定年月日 
  年  月  日～  年  月  日 

６ 添付書類 

（１） 申請団体調書 

（２） 定款、規約、会則等及び会員名簿 

（３） 予算書 

（４） 決算書 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

  



第２号様式（第７条関係） 

 

事業計画書 

 

申請者（団体名）  

事業名称  

事業実施日又は実

施期間 
年  月  日～  年  月  日 

取組内容 

１ 国籍の異なる市民等が交流する事業 

２ 外国人市民が日本の文化や生活習慣等を学習又は体験する事業 

３ 多文化共生に係る意識醸成を図る事業 

４ 外国人市民の日本語能力向上等に資する事業 

５ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 

事業趣旨・目的  

実施場所、会場等  

事業内容 

１ 事業概要 

 

 

 

２ スケジュール 

 

 

 

 

３ 必要性と期待される効果、今後の見込み 

 

 

 

４ その他 

 

 

 

  



第３号様式（第７条関係） 

 

事業収支予算書 

（単位 円） 

収
入
の
部 

 予算額 説明 

事
業
収
入 

   

   

   

繰入金   

鎌ケ谷市多文化共生推進
事業補助金   

合計   

 

支
出
の
部 

 予算額 説明 

補
助
対
象
経
費 

   

   

   

   

   

   

   

小計   

補
助
対
象
外
経
費 

   

   

   

   

小計   

合計   

 

  



第４号様式（第７条関係） 

 

申請団体調書 

 

団 体 名 称 

 

 

代 表 者 

 

職名          氏名 

所 在 地 

〒 

 

電話             携帯電話 

ＦＡＸ            メール 

ＵＲＬ： 

担当者： 

会 員 数     名（  年  月  日現在） 

団 体 の 目 的 

 

団 体 の 沿 革 

主な活動実績 

 

主たる活動地域 
 

備 考 

 

  



第５号様式（第８条関係） 

 

鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金内定通知書 

 

第     号 

  年  月  日 

 

            様 

 

鎌ケ谷市長             

 

   年  月  日付けで要望のありました鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金につい

て、下記のとおり内定したので鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金交付要綱第８条の規定

により通知します。 

 なお、補助金の交付を申請しないとき又は事業内容を変更したときは、速やかに文書で

申し出てください。 

 

記 

 

１ 事業年度 

 

２ 事業名 

 

３ 補助金の額               円 

 

 

 

  



第６号様式（第９条関係） 

 

鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金交付申請書 

 

年  月  日 

 

鎌ケ谷市長       様 

 

申請者 所在地               

団体名               

代表者               

 

 鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり多文化

共生推進事業補助金の交付を申請します。 

 

記 

 

１ 事業名  

２ 要望額              円 

３ 事業計画の概要 別紙事業計画書のとおり 

４ 予算の概要 別紙事業収支予算書のとおり 

５ 事業の着手・完了

予定年月日 
  年  月  日～  年  月  日 

６ 添付書類 

（１） 申請団体調書 

（２） 定款、規約、会則等及び会員名簿 

（３） 予算書 

（４） 決算書 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

  



第７号様式（第１０条関係） 

 

鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金交付（不交付）決定通知書 

 

第     号 

  年  月  日 

 

            様 

 

鎌ケ谷市長             

 

   年  月  日付けで申請のあった鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金について、

下記のとおり交付する（しない）ことを決定しましたので、鎌ケ谷市多文化共生推進事業

補助金交付要綱第１０条の規定により、通知します。 

 

記 

 

１ 交付 

 （１） 交付決定額   金            円 

 

 （２） 条件 

  ア 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更（軽微な変更を除

く。）をする場合は、市長の承認を受けること。 

  イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、市長の承認を受けること。 

  ウ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場

合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

 

２ 不交付 

  理由 

 

  



第８号様式（第１１条関係） 

 

鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金変更・中止（廃止）承認申請書 

 

年  月  日 

 

鎌ケ谷市長       様 

 

申請者 所在地               

団体名               

代表者               

 

   年  月  日（  第  号）で交付決定のあった鎌ケ谷市多文化共生推進事業

補助金について、次のとおり申請内容を変更・中止（廃止）したいので、鎌ケ谷市多文化

共生推進事業補助金交付要綱第１１条第１項の規定により申請します。 

 

記 

 

１ 交付決定額  金         円 

 

 

２ 変更・中止（廃止）の内容 

 

 

３ 変更・中止（廃止）の理由 

 

 

 

  



第９号様式（第１１条関係） 

 

変更事業収支予算書 

（単位 円） 

収
入
の
部 

 予算額 変更額 説明 

事
業
収
入 

    

    

    

繰入金    

鎌ケ谷市多文化共生推進
事業補助金    

合計    

 

支
出
の
部 

 予算額 変更額 説明 

補
助
対
象
経
費 

    

    

    

    

    

    

    

小計    

補
助
対
象
外
経
費 

    

    

    

    

小計    

合計    

 

 

  



第１０号様式（第１１条関係） 

 

鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金変更・中止（廃止）承認（却下）通知書 

 

第     号 

  年  月  日 

 

            様 

 

鎌ケ谷市長             

 

   年  月  日付けで申請のあった鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金の変更・中

止（廃止）について、次のとおり承認（却下）したので、鎌ケ谷市多文化共生推進事業補

助金交付要綱第１１条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 承認 

（１） 当初交付決定額  金            円 

 

（２） 変更交付決定額  金            円 

 

（３）その他 

 

２ 却下 

 理由 

 

 

  



第１１号様式（第１２条関係） 

 

鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金実績報告書 

 

年  月  日 

 

鎌ケ谷市長       様 

 

申請者 所在地               

団体名               

代表者               

 

   年  月  日（  第  号）で交付決定のあった鎌ケ谷市多文化共生推進事業

補助金について、鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金交付要綱第１２条の規定により報告

します。 

 

記 

 

１ 事業名  

２ 事業完了年月日   年  月  日 

３ 交付決定額              円 

４ 補助事業の精算額 
事業収支決算書の歳出総額          円 

（うち補助対象経費           円） 

５ 補助金の既交付額               円 

６ 事業の成果等 別紙事業完了報告書のとおり 

７ 添付書類 領収書等の写し 

 

 

  



第１２号様式（第１２条関係） 

 

事業完了報告書 

 

申請者（団体名）  

事業名称  

事業実施日又は実施

期間 
年  月  日～  年  月  日 

実施場所、会場等  

実施概要  

事業の成果  

今後の課題と展望  

  



第１３号様式（第１２条関係） 

 

事業収支決算書 

（単位 円） 

収
入
の
部 

 予算額 決算額 説明 

事
業
収
入 

    

    

    

繰入金    

鎌ケ谷市多文化共生推進
事業補助金    

合計    

 

支
出
の
部 

 予算額 決算額 説明 

補
助
対
象
経
費 

    

    

    

    

    

    

    

小計    

補
助
対
象
外
経
費 

    

    

    

    

小計    

合計    

 

  



第１４号様式（第１２条関係） 

 

支出明細書 

（単位 円） 

科目 Ｎｏ 金額 月日 内容 備考 

報償費 

１     

２     

３     

小計     

旅費 

１     

２     

３     

小計     

需用費 

１     

２     

３     

小計     

役務費 

１     

２     

３     

小計     

委託料 

１     

２     

３     

小計     

使用料及び賃

借料 

１     

２     

３     

小計     

その他 

１     

２     

３     

小計     

合計     

※ 補助対象経費 

 

  



第１５号様式（第１３条関係） 

 

鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金確定通知書 

 

第     号 

  年  月  日 

 

            様 

 

鎌ケ谷市長             

 

   年  月  日付けで交付を決定した鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金について

は、下記のとおり確定したので、鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金交付要綱第１３条の

規定により通知します。 

 

記 

 

 補助金確定額  金           円 

 

 

  



第１６号様式（第１４条関係） 

 

鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金交付請求書 

 

年  月  日 

 

鎌ケ谷市長       様 

 

申請者 所在地               

団体名               

代表者            印  

 

   年  月  日付け  第  号で交付決定した鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助

金について、鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金交付要綱第１４条の規定により、下記の

とおり請求します。 

 

記 

 

 交付請求額  金             円 

 

 

 

 

 

 

 

  



第１７号様式（第１５条関係） 

 

鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金概算払交付請求書 

 

年  月  日 

 

鎌ケ谷市長       様 

 

申請者 所在地               

団体名               

代表者            印  

 

   年  月  日付け  第  号で交付決定のあった鎌ケ谷市多文化共生推進事業

補助金について、概算払を受けたいので鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金交付要綱第 

１５条第２項の規定により下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 概算払交付請求額  金          円 

 

 

２ 概算払いの理由 

 

 

 

 


